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“いつか”を“今”に。日本の国土、北方領土
（平成２３年度 北方領土問題対策協会 標語最優秀作品）

問合せ先 総務課秘書広報係 緯鰻２２１１

写真提供 北方領土問題対策協会

北海道根室半島上空から北方領土を望む

北
海
道
本
島
の
北
東
に
連
な
る
歯
舞
（
は
ぼ
ま
い
）
群
島
、
国
後

（
く
な
し
り
）
島
、
色
丹
（
し
こ
た
ん
）
島
、
択
捉
（
え
と
ろ
ふ
）
島

か
ら
な
る
「
北
方
領
土
」
は
、
か
け
が
え
の
な
い
日
本
の
領
土
で
す
。

戦
後

年
を
経
過
し
よ
う
と
す
る
今
も
な
お
、
北
方
領
土
問
題
は
日

67

露
関
係
の
最
大
の
懸
案
と
な
っ
て
い
ま
す
。
四
島
の
一
日
も
早
い
返

還
を
実
現
し
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
一
人
ひ

と
り
が
こ
の
問
題
へ
の
理
解
を
深
め
、
返
還
に
向
け
た
強
い
意
思
を

共
有
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
今
回
は
、
歴
史
的
に
も
下
田
と
非
常

に
関
係
の
あ
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

北
方
領
土
の
現
状

北
方
四
島
は
、
こ
れ
ま
で
一
度

も
外
国
の
領
土
に
な
っ
た
こ
と
の

な
い
、
日
本
固
有
の
領
土
で
す
。

終
戦
時
に
は
１
７,
０
０
０
人
以

上
の
日
本
人
が
住
ん
で
お
り
、
漁

業
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
第
２
次
世
界
大
戦

末
期
の
昭
和

年（
１
９
４
５
）８

２０

月
９
日
、
ソ
連
は
当
時
ま
だ
有
効

で
あ
っ
た
日
ソ
中
立
条
約
を
無
視

し
て
対
日
参
戦
し
、
終
戦
直
後
の

８
月

日
よ
り
千
島
列
島
へ
の
攻

１８

撃
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
千
島
列
島
の
南
端
で
あ
る
ウ

ル
ッ
プ
島
に
と
ど
ま
ら
ず
、
北
方

四
島
も
ソ
連
軍
に
占
拠
さ
れ
、
島

民
は
強
制
的
に
退
去
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
占
拠
は
今
も
続
い
て

お
り
、
北
方
領
土
は
日
本
の
領
土

で
あ
り
な
が
ら
、
現
在
日
本
人
は

一
人
も
住
ん
で
い
ま
せ
ん
。

北
方
四
島
を
め
ぐ
る
取
り
決
め

今
か
ら
１
５
７
年
前
の
安
政
元

年

月

日
（
１
８
５
５
年
２
月

１２

２１

７
日
）、
日
露
通
好
条
約
が
調
印
さ

れ
、
日
露
間
で
当
時
自
然
に
成
立

し
て
い
た
択
捉
島
と
ウ
ル
ッ
プ
島

の
間
の
国
境
が
法
的
に
確
認
さ
れ

ま
し
た
。
明
治
８
年
（
１
８
７
５
）

に
は
樺
太
千
島
交
換
条
約
を
結
び
、

千
島
列
島
を
ロ
シ
ア
か
ら
譲
り
受

け
る
か
わ
り
に
ロ
シ
ア
に
対
し
て

樺
太
全
島
を
放
棄
し
ま
し
た
が
、

こ
の
時
日
本
に
譲
渡
さ
れ
る
こ
と

と
し
て
列
挙
さ
れ
た
千
島
列
島
の

島
名
の
中
に
は
、
北
方
四
島
は
含

ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

第
２
次
世
界
大
戦
後
の
昭
和
２６

年（
１
９
５
１
）に
は
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
平
和
条
約
が
署
名
さ
れ
、

日
本
は
千
島
列
島
と
、
明
治

年
３８

（
１
９
０
５
）
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約

に
よ
っ
て
譲
り
受
け
た
北
緯

度
５０

２月７日は「北方領土の日」２月７日は「北方領土の日」
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以
南
の
南
樺
太
を
放
棄
し
ま
し
た

が
、
こ
の
条
約
で
の
千
島
列
島
に

は
北
方
四
島
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ

ん
。
ま
た
、 ソ
連
は
こ
の
条
約
の
署

名
を
拒
否
し
て
お
り
、 条
約
上
の
利

益
を
主
張
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ

う
な
事
実
を
見
て
も
、
北
方
四
島

は
未
だ
か
つ
て
一
度
も
外
国
の
領

土
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

戦
後　

年
を
迎
え
る
現
在
、
故

６７

郷
の
島
を
追
わ
れ
た
元
島
民
の
方

の
平
均
年
齢
は　

歳
を
超
え
、
ま

７６

た
北
方
領
土
に
近
い
地
域
も
問
題

の
長
期
化
に
よ
り
様
々
な
影
響
を

受
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
北
方

領
土
問
題
は
元
島
民
の
方
た
ち
や

北
海
道
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
領
土
は
国
家
、国
民
に
と
っ

て
基
本
的
な
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、

今
後
の
日
露
関
係
を
真
に
安
定
的

な
も
の
に
す
る
た
め
に
も
早
急
な

解
決
が
必
要
で
す
。

　

一
日
も
早
い
返
還
実
現
の
た
め

に
は
、
政
府
と
国
民
が
一
丸
と

な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で

す
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
北
方

領
土
問
題
に
対
す
る
関
心
と
理
解

を
深
め
、
返
還
に
向
け
た
強
い
意

思
を
共
有
す
る
こ
と
が
外
交
交
渉

を
後
押
し
す
る
大
き
な
力
に
な
り

ま
す
。

２
月
７
日
は「
北
方
領
土
の
日
」

　

北
方
領
土
の
返
還
を
求
め
る
多
く

の
人
た
ち
か
ら
返
還
運
動
を
盛
り
上

げ
る
た
め 「
北
方
領
土
の
日
」 を
設
け

る
べ
き
だ
と
い
う
強
い
要
望
を
受
け

て
、 昭
和　

年 （
１
９
８
１
） 政
府
は
、

５６

 
２
月
７
日
を 「 
北
方
領
土
の
日
」 と
す

る
こ
と
を
閣
議
了
解
し
ま
し
た
。

な
ぜ
２
月
７
日
に
制
定
さ
れ
た
の
か

　

嘉
永
７
年
（
１
８
５
４
）　

月
、

１０

ロ
シ
ア
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
提
督

が
乗
っ
た
デ
ィ
ア
ナ
号
が
下
田
に

来
航
し
、
日
露
北
方
国
境
の
画
定

と
開
港
を
要
求
し
ま
し
た
。
第
１

回
の
条
約
締
結
交
渉
が
福
泉
寺
で

開
始
さ
れ
ま
し
た
が
、
安
政
の
大

地
震
に
よ
る
大
津
波
に
よ
り
下
田

は
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、 第
２
・

３
回
は
玉
泉
寺
で
、 第
４
・
５
回
は

長
楽
寺
に
場
所
を
移
し
て
続
け
ら

れ
、
安
政
元
年　

月　

日 （
１
８
５

１２

２１

５
年
２
月
７
日
）、長
楽
寺
に
お
い

て
日
露
通
好
条
約
が
締
結
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
意

義
か
ら
、「
北
方
領
土
の
日
」
と
し

て
最
も
適
切
な
日
が
２
月
７
日
で

あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
露
通
好
条
約
締
結
の
地
・
下

田
市
で
は
、 こ
の 「
北
方
領
土
の
日
」

に
北
方
領
土
返
還
要
求
運
動
の
一

つ
と
し
て
、
史
跡
マ
ラ
ソ
ン
大
会

な
ど
の
取
り
組
み
を
し
て
い
ま
す
。

一
日
も
早
い

返
還
の
実
現
に
向
け
て

内　　　容年　代

日本がポツダム宣言を受諾、終戦。
その後、ソ連軍が北方四島を占拠。

昭和２０年
（１９４５）

日ソ共同宣言に調印、日ソ国交回復。
このときソ連は平和条約が締結された後、歯舞諸
島および色丹島を日本へ引き渡すことに同意。

昭和３１年
（１９５６）

２月７日を 「北方領土の日」 にすることが閣議了解。
昭和５６年
（１９８１）

日ソ共同声明に署名。
北方四島が平和条約において解決されるべき領土
問題の対象であることが確認された。

平成３年
（１９９１）

日露関係に関する東京宣言に署名。
ソ連崩壊後に誕生したロシアとの間で、領土問題
を四島の帰属の問題と位置づけるとともに、解決
に向けた交渉指針が示された。

平成５年
（１９９３）

日露行動計画に関する共同声明に署名。
日ソ共同宣言、東京宣言を含むこれまでに達成さ
れた諸合意が、両国関係を完全に正常化すること
を目的とした交渉の基礎と認識し、交渉を加速す
ることを確認。

平成１５年
（２００３）

政府は「我が国固有の領土である北方四島の帰属
の問題を解決して平和条約を締結する」という基
本方針の下、ねばり強く交渉を進めている。

現　　在

戦後から現在までの外交交渉の主な経緯

１　北方四島返還記念シンボル像

　　「四島のかけ橋」 （北海道根室市）

２　安政元年に日露通好条約が締結さ

れた長楽寺

３　第２・３回の条約締結交渉が行わ

れた玉泉寺

４　択捉島に建てられた｢大日本恵登

呂府｣の標柱

１・４写真提供　北方領土問題対策協会

条約による日本・ロシアの国境の変遷

日露通好条約 （１８５５年）樺太千島交換条約 （１８７５年）

サンフランシスコ平和条約 （１９５１年） ポーツマス条約 （１９０５年）

1

2

3

4


